様式６　進達書
○○第○○○○○号
○○年○○月○○日

　文部科学大臣　殿

○○県教育委員会（又は○○県）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長（又は知事）○○　○○

文化財登録原簿への登録の手続きについて（進達）

　標記について、別紙のとおり、文化財保護法第１８９条の規定による意見が提出されましたので、本県教育委員会（又は本県）の意見とあわせて進達いたします。
下記を参照に適切な条文をプルダウンから選択してください。
・意見具申の場合　「文化財保護法第１８９条」
・登録提案の場合
　➤地方公共団体の登録原簿に登録されたものを提案する場合
「文化財保護法第１８２条の２第１項」
➤文化財保護法に基づく文化財保存活用地域計画により提案する場合
「文化財保護法第１８３条の５第１項」
　➤文化観光推進法に基づく地域計画により提案する場合
「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第１６条第１項」
　














・指定都市以外の市町村の文化財部局は、都道府県の文化財保護行政担当機関を経由して提出してください。
・経由の場合、都道府県の文化財部局は文部科学大臣宛の進達書を付けてください。
・進達書には、都道府県の文化財保護行政担当機関の意見書を付してください。
・登録候補案件が複数棟の場合、記入事項の内容を様式７として一覧表にまとめ、添付することが可能です。
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　○○県教育員会　○○課
　　○○　○○
　TEL　　　　　　FAX
　E-mail






